
 

 

 

 どうやって使うの？ どうしたら使えるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 タクシーを使う前に交付申請が必要です！ 

★市役所 社会福祉課、各地域局窓口で申請することができます。 
 

 

 

 どんな人が、どんな時に使えるの？ 

★養父市に住民票があり、次のいずれかに該当する場合に利用できます。 

対象となる方 利用できる範囲（行先など） 

●75 歳以上の者 

●70 歳以上の免許返納者（運転経歴証明等確認できる書類必要） 

●身体障害者手帳１、２級 

身体障害者手帳 下肢機能障害（３、４級） 

身体障害者手帳 体幹機能障害（３級）  

●療育手帳 A 判定者 ●精神障害者保健福祉手帳１級 

●要介護認定４、5 認定者 

●母子手帳を交付された者（交付月から１年間のみ） 

○養父市内の移動の場合、行先

の指定なく利用できます。 

○医療機関、介護施設、福祉施設

を本人が受診・利用する時の

み市外でも利用できます。 

 

 

 

 

養父市 

①利用するためには、 

事前に申請が必要 

②利用者に利用可能ポイントを付与 

③利用できる範囲で、協定事業者の

タクシーを利用 

 

⑤利用料の支払い 

 

④利用分の請求 

 

【申請するときに必要なもの】 

①利用者の顔写真（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ等の顔写真が確認できるもの） 

②利用者本人のやっぷるカード 

③下表の対象となる方の状況が確認できる書類をご持参の上ご来庁ください。 

利用料は半額 

裏面もお読みください☞ 

※申請日の２日後から利用することができます 



タクシー助成の申請は、養父市役所社会福祉課、各地域局窓口で申請できます。 

その他、制度内容に関するお問い合わせは、社会福祉課までお願いします。 

 
 

 どれだけ補助してくれるの？ 

★タクシー等の利用額の半額を補助します。 

※有効期間は申請月から同年度末までです。助成金額は 1 か月あたり 5,000 円× 

年度末（4 月から翌年 3 月までの 12 か月分 60,000 円）までの月数で計算 

します。 

申請月 ４月 ５月 ６月 ・・・ １月 ２月 ３月 

助成金額 60,000 円 55,000 円 50,000 円 ・・・ 15,000 円 10,000 円 5,000 円 

  
 更新手続きは必要なの？ 

★利用認定証＋やっぷるカードの場合は、 

有効期間以降は自動更新するため 
更新手続きは必要ありません。 

（乗車券の場合は有効期間以降更新手続きが必要です） 

 

※やっぷるカードから chiica アプリに移行された方 

につきましては、利用認定証+chiica アプリの提示となりますのでご注意ください。 

利用可能範囲など 

養父 
市内 
の利用 

養父 
市外 
の利用 

養父市内の移動に使う場合 

★買い物など、行先の指定なく利用できます。 

★乗車券の本人が利用する場合は、同乗者がいても利用できます。 

○ × 

★市の境界をまたいで利用する場合は、養父市外からの利用分は 

全額利用者負担となります。 

(養父市⇔朝来市・養父市⇔豊岡市の利用時は、養父市内のみ半額助成となる) 
○ × 

行先が医療機関、介護施設、社会福祉施設の場合   

★乗車券の本人が利用する場合は、同乗者がいても利用できます。 

○ ○ 

 

【担当窓口：養父市健康福祉部社会福祉課（  079-662-3162）】 

 

（利用認定証＋やっぷるカード） 



 
 
 
  

 令和８年２月現在  

№ 協力事業者名 住 所 電話番号 対応可能車両等 

① あいあいタクシー 養父市上野 1681-2 
0120-642-833 

079-664-2833 
車いす 

② 丸八観光タクシー（有） 養父市八鹿町八鹿 1908-1 079-662-6208   

③ やぶくる 養父市八鹿町八鹿 113-1 
079-664-2833 

079-662-4128 

※大屋・.関宮地域

内、６スポット 

４ 介護タクシーひろちゃん 朝来市山東町滝田 63-5 
0120-580-058 

079-676-5800 

車いす、 

ストレッチャー 

５ 介護タクシーやっちゃん 朝来市和田山町和田山 105-1  079-672-5262 
車いす、 

ストレッチャー 

６ ふく福タクシー 朝来市和田山町林垣 255 
0120-329-293 

079-670-1269 
車いす 

７ 介護タクシーあおぞら 豊岡市出石町福住 405-1 
0796-20-3607 

080-2525-8399 

車いす、 

ストレッチャー 

８ 
ヒューマン介護スポット 

 介護タクシーコメット 
豊岡市宮島１３９-1 0796-29-0188 

車いす、 

ストレッチャー 

９ 介護タクシーはぁと 豊岡市出石町寺坂 1096-1 080-5361-4356 
車いす、 

ストレッチャー 

10 （株）さっちゃん 豊岡市日高町岩中 198-2 0796-20-3882 
車いす、 

ストレッチャー 

11 
（株）SHOBI 

 すまいる介護タクシー 
豊岡市日高町奈佐路 739-13 0120-154-403 

車いす、 

ストレッチャー 

12 介護タクシー ダイワ 豊岡市日高町上石 40 0796-42-1100 
車いす、 

ストレッチャー 

13 ひだかケアタクシー 豊岡市日高町鶴岡 502-1 0796-42-1660 
車いす、 

ストレッチャー 

14 介護タクシーもみじ 美方郡香美町香住区香住 1630-5 090-5971-0324 
車いす、 

ストレッチャー 

15 （株）げんき 
豊岡市庄 168 

豊岡・日高・香住・村岡事業所 

0120-2410-45 

0796-34-9255 

車いす、 

ストレッチャー 

16 
サポートタクシー 

しょうちゃん 
養父市大屋町加保６3８-1 090-2706-4502 車いす 

17 
アンドタクシー 

/(株)アンズケア  
豊岡市日高町祢布 789-1 070-9011-0315 車いす 

18 とんぼ介護タクシー 養父市八鹿町八鹿 1387 090-3036-8005 車いす 

◎自力で移動できる場合は①～③をご利用ください。 

※やぶくる運行エリア：大屋地域、関宮地域内に加え、大屋、関宮地域のどちらかを

発着地点として、次の 6 つのスポットまでの運行ができます。 

【移動可能となるスポット】 

(１)JR 八鹿駅(２)公立八鹿病院(３)養父市役所(４)やぶ Y タウン 

(５)スーパーセンタートライアル養父店(６)ほっとステーション 

養父市タクシー等利用料助成事業 

（協定事業者一覧） 


